
平成26年5月20日(火) 

1 

地域社会と連携した 

 

新しい地域清掃活動について 
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新しい地域清掃活動 

大阪城公園 

立ち上げの理由 

地域社会と連携した 

新しい地域清掃活動 

健全な社会と接す
る機会になってい
なかった。 
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新しい地域清掃活動 

 ・ 健全な社会人と活動することで，自身の在り方を振り返ら
せる。 

 

 ・ 地域に役立つ体験をすることで，社会の一員であるとの
自覚を持たせる。 

 

 ・ 自分の行為（非行）が社会に迷惑や損害を与えるもので
あったことを認識させ，「もう非行はしない」という気持ちを高
めさせる。   

 

 

コンセプト 
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新しい地域清掃活動 

不処分や審判不開始が見込まれる少年 

活動の概要 

対象少年 

活動内容 

地域の自治組織が，自治体や地元企業
等と連携して，定期的に実施している
道路や公園の清掃活動に参加する。 
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午後０時４５分 家裁に集合
午後１時 家裁出発
午後１時３０分 オリエンテーション
午後１時４０分 活動開始
午後２時３０分 終了，振り返り
午後３時 家裁到着，感想文
午後３時２０分 振り返り
午後３時４５分 終了

プログラム 
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新しい地域清掃活動 

平成２６年３月に試行実施して，４月から本格実施している。 

 

実施状況 

実施状況 

参加者の受け止め 

自分の非行の振り返り 

社会への意識を持てた 

自己肯定感 

非行をしない決意 

社会に貢献したい意識を持った  など 
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新しい自転車盗防止講習 
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    自転車窃盗の割合 

窃盗

50%

凶悪犯

2.0%

粗暴犯

10.3%

横領

17.3%
その他

21.0%

非行別割合

平成２４年度

大阪家庭裁判所本庁

（交通事件を除く）

自転車盗

33.0%

万引き

25.0%

バイク盗

16.7%
その他

25.3%

自転車盗の割合

平成２５年度上半期
大阪家庭裁判所本庁
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窃盗，横領事件（内訳） 
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新しい自転車盗防止講習 
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社会的な 

視点 

  自転車盗被害の大きさを理
解させ，社会の一員としての
ありようを再認識させること
によって，再非行防止を図る。 

新しい自転車盗防止講習 

利用者，製造者の思い 

自転車の大切さ 

被害の実情と被害感情 
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・ 自転車のことや自転車を盗むことを軽く考えていたことに気づく。 

・ 社会に迷惑をかけるのではなく，社会に貢献する人になりたいとの 

 気持ちを持つ。 

社会的な 

視点 

自転車窃盗のない
社会への思い 
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万引き被害を考える講習 

11 

万引き被害を考える講習 

被害者の 

視点 

社会的な 

視点 

  万引き被害の実態や社会への影
響の大きさを理解させ，万引きに
対する認識を変えさせることに
よって，再非行防止を図る。 

12 



平成26年5月20日(火) 

7 

 経済的な被害の大きさ 

 精神的な被害の深刻さ 

万引きを軽く捉えていたことの間違いに気づ
く。 

社会に迷惑をかけることはしないとの気持ち
を新たにする。 

万引き被害を考える講習 

被害者の 

視点 

社会的な 

視点 

誠実に商売をしているの
に，裏切られるつらさ 
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講習後再係属の割合 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

91.0%  

91.3%  

9.0%  

8.7%  

再係属なし 再係属あり 

自転車盗 

万引き 
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ご意見をいただきたいこと 
  

 ◇ 教育的措置に社会の視点を取り入れることの意義 

 

 

 

   少年たちに社会を意識させ，社会の一員としての 

  行動を身につけさせるための方法 

 

 

 

   社会の視点を取り入れた教育的措置を充実させる 

  ための工夫と，新たな教育的措置に関するアイデア 

 教育的措置の内容の充実 

 社会的ネットワーク作り（理解と協力） 
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